
特産品開発推進事業支援業務企画提案仕様書 

 

１． 委託業務名 

特産品開発推進事業支援業務 

 

２． 趣旨・目的 

  道の駅の開設及びその準備のため、令和２年度に「道の駅開設準備検討会」を設置、本町の道

の駅の内容やコンセプト、収支予測等について検討を実施。令和３年度は道の駅の管理運営の手

法を中心に検討することとしているが、同時に道の駅で販売する特産品及び特産品の開発に取り

組む者（以下「参加者」という。」）についてはより具体的に検討を進めていく必要がある。 

令和３年度は、参加者を募集し、令和２年度の上記検討会等の検討結果（※１）や井手町の食

材、味付け、さらには、食べ方等を参考に、井手町産や井手町にゆかりのある食材や素材を使用

して、道の駅において出品可能な特産品の開発を行うとともに、将来、道の駅において、出品い

ただく町内外の商品の作り手の確保・育成にも井手町として取り組むもの。 

今回は、上記事業に係る企画及び実施方法の提案、さらには実施支援について、下記の要領

で、業務委託を実施するもの。 

  なお、委託業務の実施に当たっては、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のために必要な対

策を講じること。 

 

（※１）「井手町道の駅のあり方及び管理運営に関する検討（案）（中間とりまとめ）（抜粋）」を参

考にすること。ただし、本内容ついては、あくまで中間とりまとめであり、企画書の作製に

あたっては、本仕様書をもとに作成すること。 

 

３． 事業実施期間 

契約の日から令和４年３月 30日まで 

※令和３年度における事業の結果を取りまとめた報告書については、令和４年３月 30日まで

に委託者の検査を受けられるよう提出すること。 

 

４． 委託業務の内容 

受託者は、井手町が募集する参加者が取り組む、井手町にゆかりのある食材や素材を使用し

た特産品の開発に関して、以下の内容を提案すること。 

 

（１）本事業の実施方法等の提案 

  ・本年度の事業の実施規模や実施方法、進め方、実施場所等の提案を行うこと。 

  ・翌年度以降の事業の実施方法や進め方等の提案を行うこと。 

 

（２）参加者の募集方法や要件の提案及び募集要領等の作製 

・参加者の募集方法や要件等を井手町に提案すること。 

・参加者の募集は井手町が実施するが、受託者も参加者の募集に協力すること。 



・参加者を募集するための募集要領や審査・選考基準等を作成すること。なお、作成にあたっ

ては、個人又はグループ等の参加者の形態は問わない。また、町外からの応募も可能とす

る。 

 

（３）参加者への支援 

・ヒアリングやワークショップを行い、参加者の意向に基づいて、開発する商品や使用する素

材等の決定から「試作品（テスト販売等が可能なもの）」の完成までの支援を行うこと。 

・参加者が特産品開発に関して専門的な知識・経験等を有する者から適切な助言を受けられる

体制を整えること。 

 ・参加者に対して、商品完成後のパッケージや商品表示、製造販売の許可等、販売に向けた基

礎知識のレクチャーを行うこと。 

・参加者が試作のために要する材料費の一部を、上限を設けたうえで、委託費の中から補助す

ること。 

 

（４）その他 

・実施場所については、町内に調理室を備えた公共施設があるので、必要に応じて試作場所等

として使用が可能であることも参考とされたい。（ただし、新型コロナウイルス感染症の状況

次第では、町内公共施設の調理室が使用できない場合もあるので留意すること。） 

・本件取り組みによって、特産品づくりの機運が本事業の参加者以外にも醸成されることを期

待する。 

・特産品開発に当たって生まれたアイデア等は整理・記録し、今後に役立てるものとする。 

 

５．成果品 

① 業務の結果を取りまとめた報告書の電子データ  １部 

② 業務の結果を取りまとめた報告書       ２０部 

※委託業務の実施の様子や完成した試作品及びそのレシピ等を、写真や映像、文書等で記録し、報告書

として提出すること。 

 

６．特記事項 

 以下のことについては、提案書作製の参考とされたい。 

【参加者のメリット】 

  ・受託者及び受託者が招請する専門家等から商品開発に関する助言を受けることができる。 

  ・商品開発に係る材料費等の支援を受けることができる。 

  ・道の駅への出品に向けて、商品の情報発信や近隣道の駅でのテスト販売等に関する町の支援

が受けられる。 

  ・井手町の道の駅が完成した際には、本事業で開発した商品を道の駅に優先的（※２）に出品

することができる。（※２）条件等今後検討予定 

・出来上がった試作品がふるさと納税記念品の条件を満たし、参加者が希望する場合は、井手

町のふるさと納税の記念品として扱う。 

 



（参考）道の駅開設までのイメージ 

   令和３年度：特産品の試作品の完成 

   令和４年度：近隣の道の駅等でのテスト販売等を町が支援予定 

府内のグルメイベント等への出展を町が支援予定 

開発した特産品について町の広報媒体等で情報発信予定 

井手町のふるさと納税記念品として商品登録予定 

   令和５年度：井手町の道の駅への商品の出品予定 


